
全国の土砂条例の制定状況等 

 

１．全国の土砂条例の制定状況（令和６年７月現在） 

条例を制定している府県（26府県）  

 災害防止の規定のみ 

（８県） 

宮城県、山梨県、新潟県、福島

県、長野県、広島県、鳥取県、

福岡県 

 

 

 生活環境の保全（土壌汚染の防止等）の規

定あり 

（18府県） 

 

茨城県、栃木県、群馬県、 

埼玉県、千葉県、神奈川県、

岐阜県、静岡県、三重県、 

京都府、大阪府※、兵庫県、 

和歌山県、徳島県、愛媛県、 

高知県、佐賀県、大分県 

 

（参考）各府県へのヒアリング等による（三重県）          ※大阪府は令和 6年 4月 1日に条例廃止 

 

資料１０ 

【凡例】黄：災害防止の規定のみ 

橙：災害防止と生活環境の保全の規定 

赤：条例廃止 


